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花馬祭りは、南木曽町田立五宮神社のお祭りです。毎年 10 月第１日曜日に、
豊作・安産・家内安全などの諸願成就を感謝して行われます。
花馬は３頭と決められ先頭馬には神が宿る神雛を、中馬には豊作を表わす菊
を、後馬には南宮神社社紋の日月の幟を立て、そのまわりに五色の色紙によっ
て稲穂を形取った竹を 365 本ほど差しまわしています。祭りの最後に、この
花を奪い取って家に持ち帰り家の入口にさすと家内に疫病神が入らないといい
ます。又、特に神雛を取った人には最大の幸福があると言われているようで
す。観客は一斉に馬に飛びついて花を奪うそうです。

― 花馬祭り　令和元年 10月６日 ―　
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　本年７月の人事異動で、高崎税務署の副署長
から木曽税務署長を拝命しました三井と申しま
す。
　前任の大久保同様、よろしくお願いいたしま
す。
　一般社団法人木曽法人会の皆様方には、日頃
から、税務行政の円滑な運営に対しまして深い
ご理解と多大なご協力を賜っており、この場を
お借りしまして、厚く御礼申し上げます。
　木曽法人会は基本方針である「会員企業の健
全な経営」、「正しい納税意識の高揚」、「地域社
会貢献活動」に基づき、正しい税知識の普及、
適正な申告納税制度の確立や納税道義の高揚を
図るため、各種研修会の開催や税務コンプライ
アンスの向上にむけた「自主点検チェックシー
ト」の活用推進などの活動を活発に展開され、
会員企業や地域社会の発展にも多大な貢献をさ
れておられます。
　また、青年部においては、小学生に対する
「租税教育用下敷」の贈呈、郡内中学生に対す
る「税金クイズ」の実施、女性部においては、
「税の絵はがきコンクール」の実施など、租税
教育の充実にも積極的に取り組んでいただいて
おります。
　これは、ひとえに大沢会長をはじめ、法人会
各役員並びに各会員の皆様方一人ひとりが熱意
を持って会活動に取り組まれた賜物であり、心
から敬意を表する次第であります。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境
は、少子高齢化の進展、社会経済のグローバル
化、ICT・AIの進展で急速に変化しておりま
す。とりわけ消費税法の税制改正による消費税
率の見直しと軽減税率制度の導入等、時代の変
革期でもあります。
　私ども国税当局は、こうした変化に対応しつ
つ、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正
かつ円滑に実現する。」との不変の使命を果た
していくこととしておりますが、これは、私ど
もの力のみではおのずと限りがあり、皆様方の
お力添えが不可欠と考えております。

木曽税務署長　三井　　浩

着任のごあいさつ着任のごあいさつ

　消費税におきましては、税率の10%への引
上げと軽減税率制度が実施されました。私ども
といたしましては、納税者の皆様が軽減税率制
度を含む改正の内容や消費税の取組みを十分に
理解し、自ら適正な申告・納税ができるよう、
制度の円滑な実施に向けた周知・広報、相談に
着実に取り組んでまいります。
　「e-Taxの普及・拡大」につきましては、私
ども国税当局におきましても、納税者の皆様
の利便性向上や行政運営の効率化を図るため、
e-Taxをはじめとする税務行政のICT化の一層
の進展に努めているところであります。
　法人会の皆様方には、積極的なe-Taxの利用
促進にご協力いただいているところですが、特
に来年１月末が提出期限となる給与所得の源泉
徴収票等の法定調書提出においてe-Taxの利用
促進に一層のお力添えを賜りますよう、重ねて
お願い申し上げます。
　今後とも木曽法人会の皆様と積極的に意見交
換を行いながら、長年築いてまいりました信
頼・協調関係を更に深め、円滑な税務行政の推
進に努めてまいりたいと考えておりますので、
更なるご支援とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　結びに当たりまして、木曽法人会の益々のご
発展、会員企業の皆様の益々のご繁栄、会員の
皆様のご健勝を心からご祈念申し上げまして、
着任の挨拶とさせていただきます。
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　３年に一度のお楽しみ、日帰りバスツアーに
参加させて頂きました。
　お天気がいまいちハッキリとしなかったので
すが、そこは女性部の奥様達のパワーで曇り空
も吹き飛んでしまうかのようでした。
　まずは、車内で消費税のお勉強。この場合は
10％？８％？（後の散策及びショッピングに大
いに役立ちました。）
　そうこうしているうちに、バスは安房トンネ
ルを抜け高山、「飛騨　大鍾乳洞」に到着。
　展示館で、かつて大泥棒に盗まれ戻って来た
という時価３億 5000 万円の金塊（元々は 100
㎏が 71.7㎏に）を見て、いざ鍾乳洞へ。扉を
開けると冷や～と冷気が、しかし長い年月をか
け海のサンゴ（昔は海だった）などからできた
石灰石が溶けて堆積して作られた鍾乳洞は、太
古のロマンに溢れ、幻想的で神秘的な世界にた
だただウットリさせられましたが、そこは自然
が作り出したモノ、階段あり、坂道ありのいい
足の鍛錬になりました。
　さて、お次はお楽しみのホテルバイキング。

魅惑の女性部バスツアー

　今年の合同例会は、10 月 12 日に襲来した
大型台風 19 号の影響で一時開催を危ぶまれま
したが、ホスト法人会である上田法人会女性部
の皆様の熱意により予定通り開催の運びとなり
ました。
　当日（18 日）今にも雨が降りそうな中、上
田へ出発。三才山を越え上田に近づくにつれ支
流の川でも川岸に流木や草が引っ掛かり、道路
は陥没し、千曲川では川岸がえぐられ橋が落
ち、被害の様子を目の当たりにして、あらため
て台風の脅威を実感したしだいです。そんな様
子を見ながら会場に到着。入り口では上田城か
ら来た戦国武将姿の『お迎え隊』に出迎えられ
講演会場へ。講師は元上田市職員で現在は民俗

女性部 県連合同例会に参加
学研究家の益子輝之氏。若い頃学んだという落
語調の軽妙洒脱な語り口で「へーそうだったの
か」と身近にありながら今まで知らなかった事
を、上田の 12 か月に絡めて話され、大変勉強
になりました。
　最後になりましたが、被害にあわれた皆様に
お見舞い申し上げるとともに、そんな大変な状
況の中、手厚くおもてなししてくださった上田
法人会女性部の皆様に御礼申し上げます。
　余談ですが講演内容より豆知識…
　節分の時「鬼は外」「福は内」って鬼を先に
追い出してません？実は間違いなんですって。
元々鬼も福も一緒に家に来るので、まず福に先
に家に入ってもらう為「福は内」、鬼には家の
中に入ってもらいたくないので、そのまま外に
いて下さいという意味で「鬼は外」と後から言
うんだそうです。皆さん知ってました？

和洋様々数十種類の品々、デザート etc.　女子
は大喜びの物ばかりでした。
　お腹も心もいっぱいになったら、せんべい
焼き体験。蓄積された脂肪も一緒にあぶり出し

（？）ました。
　その後、今となっては昔の昭和の時代が懐か
しい高山昭和館、古い町並みの散策にお土産を
どっさり買い、大満足で帰路につきました。
　今回は最後に奈良井でお夕飯も頂き、“はち
きれんばかり”のツアーでした。

集合写真

車内研修会 せんべい焼き体験

女性部正副部長

講　演 武将出迎え
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木曽税務署からのお知らせ
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会 員 企 業 の ご 紹 介

木曽町支部

大桑村支部

【事務局】
〒 397-0001
長野県木曽郡木曽町福島 5084
ＴＥＬ　0264 － 22 － 2766
ＦＡＸ　0264 － 22 － 2706

【肥田亭店舗】
〒 397-0001
長野県木曽郡木曽町福島 5248
ＴＥＬ・ＦＡＸ
0264 － 24 － 2480
　古民家を改装した和食レストラン「和庵 肥田亭」を経営して
います。観光地にありながら地元のお客様も多いのが特徴。良質
な料理と丁寧なサービスで高い評価を頂いており、昨年は県から

「食育発信・３つの星レストラン」に認定されました。ただいま、
例年好評のおせち料理や忘新年会のご予約受付中。ベテランの店
長と若手スタッフ達がお待ちしております。

【手打ちそば　おんたけ】
〒 399-5504
長野県木曽郡大桑村野尻 3081-277
ＴＥＬ　0264 － 55 － 2205
ホームページ：http://teuchisoba-ontake.jp/
　先々代から大衆食堂としてオープンし、現在の『手打ちそばおん
たけ』と合わせておかげさまで昨年創業50周年を迎えることがで
きました。大衆食堂の時のメニューの一つであった先々代の出身地
である開田高原の家庭の「手打ちそば」が評判となり、先代の時に
手打ちそば専門店となりました。現在、蕎麦粉は木曽郡産で使う分
だけを自家製粉し、【挽き立て・打ち立て・茹で立て】の三立のお
そばをご提供しております。また、濃厚な蕎麦湯、揚げたてサクサ

クな天ぷらもご好評
いただいております。
　先々代、先代からの
味を守りつつ更にお客
様に喜んでいただける
ように進化していかな
ければならないと感じ
ております。

株式会社　まちづくり木曽福島　代表取締役　奥村　　浩

有限会社　おんたけ食堂　　　代表取締役　下原　　実
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長野県中信県税事務所からのお知らせ
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税金Ｑ＆Ａコーナー税金Ｑ＆Ａコーナー
　今回の「税金Ｑ＆Ａコーナー」第31弾は、消費税の軽減税率制度について、個別事例を
説明します。

Ｑ１ 　（屋台等での飲食料品の提供）
 　屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等での飲食料品の提供

は、軽減税率の適用となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せず
に行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、消費税の
軽減税率の適用対象となりますか。

Ａ 　軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所
において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テー
ブル、椅子、カウンター等その他の飲食に用いられる設備をいいます（改正
法附則34①－イ、軽減通達８）。
　屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等で、テーブル、椅子、カ
ウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象とはな
りません。
　ここでいう飲食設備は、飲食のための専用設備である必要はなく、また、
飲食料品の提供を行う者と飲食設備を設置又は管理する者（以下「設備設置
者」といいます。）が異なる場合であっても飲食料品の提供を行う者と設備
設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の
顧客に利用させることとしているときは、「飲食設備」に該当します（軽減
通達９）。

　そのため、屋台を営む事業者が、
① 自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②  自らは設置していないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けてい
る場合

は、軽減税率の適用対象となりません。
一方、
③ テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④  テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベン
チ等で特段の使用許可をとっておらず、顧客が使用することもあるがその
他の者も自由に使用している場合

は、軽減税率の適用対象となります。



きそほうじん　第 91 号　令和元年 11 月発行

9

　今回の個別事例は、国税庁ホームページ内の「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個
別事例編）（平成28年４月）（令和元年７月改訂）」から出題しました。
　その他詳しい情報については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

　消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談については「消費税軽減税率電 
話相談センター（軽減コールセンター）」で受け付けておりますのでご利用ください。 

Ｑ２ 　（電子版の新聞）
 　インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象

となりますか。

Ａ 　軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政
治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞（１週に２
回以上発行する新聞に限ります。）の定期購読契約に基づく譲渡をいいます
（改正法附則34①二）。
　他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線
を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、
「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象とはなりません
（消法２①八の三）。

軽減コールセンター
（消費税軽減税率電話相談センター）
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� 木曽法人会　青年部部長　原　　俊之　
　まず初めに長野県また各地域において台風19号
また未曽有の雨量により東北信を中心に被災され
またお亡くなりになられた方々にお悔やみ申し上げ
るとともに一刻も早い災害復旧がされること切に
願いお見舞い申し上げます。
　さて今年度より木曽法人会青年部長を務めるこ
ととなり初仕事みたいな感じでしたが飯田にて県
連青年部合同例会が90名ほどの参加で「飯田シル
クホテル」にて盛大に開催されました。木曽から
は私を含む３名で参加させていただきました。
　例会では皆様ご存知の下伊那郡下條村出身の峰
竜太氏をお招きしご講演をいただきました。芸能
人だけあっておもしろおかしく非常にテンポの良い
話し方で「私を支えてくれた人々と故郷のすばら
しさ」を語っていただいたわけですが高校を卒業
する前に上京したとの事。峰竜太という芸名が付
いたのがアルプス連峰の【峰】・天竜川の【竜】・
天竜川がたどり着く太平洋の【太】、と説明してい
ただきました。
　また奥さんでもある海老名みどりさんは今回移
動中の名古屋駅で転んで目の周りを縫合するケガ
までしたとか…あのみどりさんがですよ！って感じ
で笑いを誘っておりました。今日は実家にも泊まら
ず名古屋の病院へ講演終了後向かわれたそうです。
　ここから我々は知る由もない芸能界の厳しさの
お話の中で和田アキ子さんの話は尽きませんでし
た。私たちからしてみればこの方に認められるな
んて相当の努力をされてるんだなと。今回生講演

を聞く中でやっ
ぱり峰さんて芸
能人素質を持た
れてるように感
じました。まし
てや石原プロに
も所属してたぐ
らいですから。
なんだか講演会
の中身ばかりつ
づってしまった
んですが峰さん
はどれだけの苦
労をされたかわ
かりませんがご
自身も出会った方々から多くを学ばれたに間違い
ございません。
　でもこれって当たり前かもしれませんが我々の
商いもどこでどんなきっかけで出会うか計り知れ
ないと感じています。この合同例会で集まった青
年部の皆様も企業の若い代表者でもありますが私
自身皆さんに出会えたことは感謝したいと思いま
す。お陰様で、懇親会・２次会の宴また翌日のゴ
ルフコンペは大盛り上がりでした。
　最後に今回全国の青年の集いが大分県で開催さ
れますが松本法人会青年部租税教育プレゼンテー
ション是非とも頑張ってください。長野県青年部
各単会で応援に参りますので。いよいよ木曽法人
会青年部でも租税教室が始まろうとしています。
参考にさせていただきたいと思います。

県連「青年部合同例会」に参加して

　木祖村支部女性部グラスサンド
アート講習会が、10月24日に木祖
村木工文化センターで開催されまし
た。
　毎年、どんなものを手作りするの
か楽しみに参加させていただいてい
る講習会。今年は、お店や事務所の
インテリアになる、観葉植物とカ

ラーサンドを使った講習会が行われました。観葉植物なので、長く飾っておくことも出来ます。
　今回は、講師の先生ではなく、講師はユーチューブの動画。みんな作り方の動画を見て、どんな模様
にしようか考えていました。
　そして作業開始、思い思いにいろんなカラーサンドをグラスに入れていきました。いちど入れたら砂
は戻せないので、皆さん慎重に入れていました。観葉植物を真ん中に入れたら出来上がり。砂なので砂
の入れ加減などで模様は変化します。同じ物は作れない世界に一つだけのアート作品となりました。
　今年も、木祖村の文化祭に出来上がった作品を出展しました。 事務局　記

木祖村支部
女性部 観葉植物とカラーサンドでカラフルに
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２日　女性部研修会日帰りバスツアー（高山市）

７日　支部事務局担当職員連絡会議
� （くるまや本店）
10日　組織委員会（法人会事務所）
15日　支部対抗会員親睦ゴルフ大会
� （木曽駒Ｃ．Ｃ）
18日　県連女性部合同例会（上田市）
23日　広報委員会（法人会事務所）
24日　�木祖村支部女性部カラーサンドアー

ト講習会（木祖村商工会館）

11日　県連　青年部連絡協議会（松本市）
12日　大型保障制度特別推進会議（松本市）
16日　拡大厚生委員会（駅前つたや）
25日　県連　総務委員会（長野市）
29日　女性部正副部長会（上松町）

２日　研修委員会（木曽町文化交流センター）
　　　理事会（岩屋本店）
５日～６日
　　　県連事務局女性職員研修会（木曽町開田）

10日　法人税・消費税決算説明会
� （木曽町文化交流センター）
17日　租税教育担当者研修会（木曽合庁）
18日　青年部正副部長会（法人会事務所）
25日　県連　厚生委員会（松本市）

７月

９月

　支部対抗ゴルフ大会が 10月 15日木曽駒高原Ｃ . Ｃで開催されました。
　当日は、天気もよく芝生のグリーンと空の青さがとてもきれいなゴルフ日和となりました。
　上位３位までの成績で競う支部対抗に５支部と保険会社の６チ－ム、21名が参加され、熱戦が繰り
広げられました。

支部対抗親睦ゴルフ大会開催
－南木曽支部チ－ム優勝－

【支部対抗順位】
優　勝　南木曽支部
準優勝　上松町支部
第３位　木祖村支部

【個人戦順位】
優　勝　酒　井　高　男　さん
� （㈲ヤマイチ小椋ロクロ工芸所）
準優勝　青　木　弘　和　さん
 （㈲アララギ青木商会）
第３位　高　橋　忠　久　さん
 （㈱源）
ベストグロス
　　　　木　村　左右和　さん
 （IN  42・OUT��47　GROSS��89）

事
務
局
日
誌

10月

８月

26 日　県連　事務局長会議（松本市）
27日　県連　組織委員会（阿智村）
　　　�局連法人会長総会・研修会
� （さいたま市）

㈱木曽駒ミクロ工場見学
（９月６日）

日帰りバスツアー　飛騨大鍾乳洞にて
（10月２日）


